
 
ਛڲڮফڳাڭより、次のいずれかに該当する

ষನについては事前協議書の提出はਂਏधなりऽす。 
（届出の提出については従来通りです。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

なउ、০は事前協議ીവ通ੴ書षのশഀഀは
റधいञखऽす。 

ご質問等ありましたら、下記までお問い合わせください。 

大津市役所 都市計画部都市計画課 
都市景観グループ 

Tel：077-528-2956／fax：077-527-1028 
e-mail：otsu1303@city.otsu.lg.jp 

景௴法に੦तऎ届出ুਢऌが部ಌऔれऽす。 

 ① 携帯電話等の無線通信基地局のアンテナ等の部材を建築物の屋上や外 
  にહऐるষನであって、その規模がહऐの建築物全体の規模に 

対して極めて小規模であると認められるもの。 
 ② 既存のアンテナ等の一部又は全部を形状、色彩等が類似しているもの 
  に交換するষನ。 
 ③ 電ਞহが電ৡஔ৷ଦ電線設として電柱を設置するষನ。 

 上記①については、具体的には以下のようなੵ物の設置ষನが該当します。 
  ◆ 次のいずれにも該当する通信アンテナ部材 
   (１) 自য়するଲ੍柱や建築物の外એ等にહऐるアンテナ部品であって、そ 

れ自体が建造物の主たる構造体を構成するものではないこと。 
   (２) 部材の形状がশさ寸法にૻしてৄહऐ்が極めて小さい、｢線状｣のものであ 
     ること。 
   (３) শさ寸法がおおिब５ｍ以下ங২であること。 
  ◆ 通信機器設備を収納する小規模なボックスで、寸法が 30cm 角ங২であるもの 
    ※ 複数のボックスを設置する場合にあっては全体で一のボックスとして判断 

するが、ৼ当のৼ൩࿒がન৳されていれば個々のボックス寸法によ 
り判断する。 

  ◆ 通信機器設備に附属する配線管等 
    ※ ৄહऐ்はਏਈ小の小なもので、એ的なਏಞをたないものとする。 


